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○　会議日程・付議事件 

 

　　会議日時　　令和４年１２月１５日（木）　午後２時００分 

 

　　場　　所　　川西市役所　４階　庁議室 

 

 
日程 

番号

議案 

番号
付 議 事 件

備

考

 
１ 　議事録署名委員の選任

 
２ 　前回議事録の承認

 
３ 　教育委員の活動について

 
４ 報告第１８号

　専決報告について（丹波少年自然の家事務組合規約 

　の変更に係る意見聴取について）

 
５ 議案第２６号

　（仮称）川西市子ども・若者未来計画（案）に対す 

　る意見提出手続の実施について

 
６ 　諸報告
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○　出席者 

 
教　育　長 石　田　　　剛

 
委　　　員 

（教育長職務代理者）
坂　本　かおり

 
委　　　員 治　部　陽　介

 
委　　　員 佐々木　歌　織

 
委　　　員 倉　見　昇　一
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○　説明のため出席を求めた者 

 

 

○　議事録作成者 

 

 教 育 推 進 部 長 

こ ど も 未 来 部 長

中　西　　　　哲 

山　元　　　　昇

 教育推進部副部長兼就学・給食課長 
（ 就 学 担 当 ） 岩　脇　　茂　樹

 
教育推進部副部長（教育保育担当） 山　戸　　正　啓

 教育推進部参事（少人数授業推進担当）兼 
教 育 保 育 課 長 下　内　　卓　夫

 こ ど も 未 来 部 副 部 長 釜　本　　雅　之

 こども未来部副部長兼こども支援課長 
（ こ ど も 支 援 担 当 ） 井　上　　昌　子

 教 育 政 策 課 長 

教 育 保 育 課 長 （ 契 約 ・ 経 理 担 当 ） 

こ ど も 支 援 課 長 （ 育 成 担 当 ） 

入 園 所 相 談 課 長

的　場　　秀　樹 

井　口　　俊　也 

鳥　越　　永都子 

橋　川　　貴　夫
 入 園 所 相 談 課 長 

（ 留 守 家 庭 児 童 育 成 ク ラ ブ 担 当 ） 井　関　　大　悟

 
こ ど も 若 者 相 談 セ ン タ ー 所 長 木　山　　道　夫

  

教 育 政 策 課 主 任 

 

 

 

荻　野　　裕　也 
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○　議案等審議結果 

 

 

 
議案 

 

番号

 

議 案 名 

提　出 

 

年月日

議　決 

 

年月日

議　決 

 

結　果

 
報告 

１８

　専決報告について（丹波少年自然の家事務組合 

　規約の変更に係る意見聴取について）
4.12.15 4.12.15 承　認

 
議案 

２６

　（仮称）川西市子ども・若者未来計画（案）に 

　対する意見提出手続の実施について
4.12.15 4.12.15 可　決
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［開会　午後２時００分］ 

 石田教育長 　それでは、只今より、令和４年第１９回川西市教育委員会（定例会）を

開会いたします。 

　議事に入ります前に、現在開催中の令和４年第７回川西市議会において、

治部委員の１期目の任期満了に伴い提出されました教育委員会委員の選任

案件について、１１月２８日に市議会の同意をいただき、治部委員に２期

目を務めていただくことになりました。１２月２５日付で再任されるにあ

たり、本日、市長より辞令を交付いただきます。 

　それでは、治部委員から一言ご挨拶をいただきたいと思います。治部委

員、よろしくお願いします。もう着座で結構ですので。

 

 治部委員 　教育委員の治部陽介です。２期目ということで、重大な任務をおあずか

りいたしました。川西市の乳幼児、児童生徒の最大の利益と発達の保障の

ために、教育委員としてできる限りのことをと考えています。今期もまた

よろしくお願いいたします。

 

 石田教育長 　ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。

 　それでは、「本日の出席者」をご報告いたします。本日は全員出席でご

ざいます。 

　なお、倉見委員につきましては、オンラインでの出席でございます。倉

見委員、入室確認をお願いいたします。

 

 倉見委員 　はい、倉見です。入室しております。

 

 石田教育長 　映像及び音声により委員本人であること、また、相互間での映像及び音

声の相送受信が適正に行われていることを確認できました。

 　本日は、全員出席でございます。 

　なお、「事務局職員の出欠」につきましては、事務局から報告をお願い

いたします。

 

 教育政策課長

（的場）

　本日の「事務局職員の出欠」について、ご報告申し上げます。 

　本日は、議題に関係する職員が全員出席でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。

 

 石田教育長 　次に、本日の「議事日程」につきましては、配付しております議事日程

表のとおりであります。



- 6 -

 　これより日程に入ります。日程第１「議事録署名委員の選任」を行いま

す。教育長において、坂本委員、佐々木委員を指名いたします。よろしく

お願いいたします。

 　では次に、日程第２「前回議事録の承認」でございますが、事務局にお

いて調製し、第１７回定例会、第１８回臨時会の議事録の写しをお手元に

配付しております。事務局から説明をお願いいたします。

 

 教育政策課長

（的場）

　それでは、令和４年第１７回定例会、第１８回臨時会の議事録につきま

して、ご説明申し上げます。 

　まず、第１７回定例会の議事録につきましては、１ページに会議日程・

付議事件、２ページに出席者を、３ページに説明のため出席を求めた者、

４ページに議案等審議結果を、議事録につきましては５ページからでござ

いまして、会議次第に基づきご審議いただきました経過等につきまして、

調製させていただいております。 

　また、第１８回臨時会につきましても、同様に調製させていただいてお

ります。 

　最後に、署名委員の署名ということで、坂本委員、治部委員よりご署名

を頂戴しております。以上でございます。

 

 石田教育長 　説明は終わりました。只今の説明について、質疑はございませんか。よ

ろしいですか。

 　それでは、お諮りいたします。第１７回定例会、第１８回臨時会の議事

録につきまして、これを承認することにご異議はございませんか。

 

 （「異議なし」の声）

 

 石田教育長 　異議なしと認めます。よって、議事録につきましては、承認されました。

 　では次に、日程第３「教育委員の活動について」であります。事務局か

ら報告をお願いいたします。

 

 教育推進部長

（中西）

　それでは、１１月分の教育委員の皆様のご活動についてご報告をいたし

ます。 

　まず、坂本委員、治部委員におかれましては、阪神７市１町教育委員会

連合会研修会にご参加いただいております。 

　また、坂本委員、佐々木委員におかれましては、管理職選考事前研修の

面接委員としてご指導いただきましたほか、児童虐待防止講演会をご聴講
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 いただいております。 

　加えまして、坂本委員におかれましては、猪名川町ＰＴＣＡフォーラム、

かわにしファミリーサポートセンター講習会にご参加いただきましたほか、

川西南中学校公開授業をご参観いただいております。 

　次に、治部委員におかれましては、講師として「アタッチメントに関す

る研修」を川西北こども園、加茂こども園にて開催いただき、加茂こども

園での研修には坂本委員もご出席いただいております。また、「子どもの

発達とレジリエンスに関する研修」を川西北こども園にて開催いただきま

した。 

　次に、佐々木委員におかれましては、清和台中学校にて２日間にわたり、

３年生合計５クラスに「弁護士及び裁判について」出前授業をしていただ

き、坂本委員もご参観いただいております。 

　主なものではございますが、ご報告させていただきます。

 

 石田教育長 　報告は終わりました。 

　それでは、各教育委員から、トピックがあれば、坂本委員、よろしくお

願いします。

 

 坂本委員 　１１月はいろんなところに参加させていただきまして、特に猪名川町の

ＰＴＣＡフォーラムで、西郷先生のお話を聞かせていただきました。なか

なかリアルでお話を聞かせていただくのは珍しいことだとは思うのですけ

れども、校則をなくして、子どもたちがどう感じるか、子どもの理解につ

いてとても大切にされているなと感じました。中学校でルールがない、校

則がないのはなかなか難しいことではあると思うのですが、講演のビデオ

の中で、子どもが自分たちは信じてもらえてると言ってました。それがす

ごく子どもの生きる力になるなと感じました。 

　その後、オンブズパーソンをされてる大倉先生のお話を聞かせていただ

いたり、川西南中学校のアセスメントについての授業参観をさせていただ

きましたが、教え方ではなくて、子どもを理解する視点がすごく今は注目

されてるなと思っています。今日、午前中も多田中学校のほっとルームと

いうフリースクールをのぞかせていただいたんですけども、子どもが居心

地がいいと思える場所をつくることがキーワードになっています。子ども

たちがいかに安心して過ごせるかが大事で、大人がそういうのをつくって

いったらいいなと改めて感じました。以上です。

 

 石田教育長 　ありがとうございました。 
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 　そうですね、西郷先生のお話は、県の開催もお聞きになってて。

 

 坂本委員 　はい。

 

 石田教育長 　ちょっと違いはありましたか。あまり変わりませんでしたか。

 

 坂本委員 　そんなに内容的には変わりませんでした。

 

 石田教育長 　そうですか。事前に清陵中学校、猪名川中学校を見学して、そのときの

印象について話しされたとちらっと聞いたりはしていました。分かりまし

た。ぜひ、西郷先生の話を聞く機会を校園所長でまた持てたらなと思いま

す。 

　ただ、以前もお話ししましたが、１０年かけてあの改革をしているので、

非常に時間をかけて、教職員の理解も得ながらというところが１点と、校

則をなくした瞬間は、子どもたちが戸惑ったり、授業に影響が出たりしま

す。その後、子どもたちが主体的に動くようになるという話で、この最初

の部分を教職員や保護者、地域がどう捉えるかが非常に難しいところです。

ゴールがどのようなものか分かっていたら、応援もしていただけるのかな

と思いました。

 

 治部委員 　質問ですけど、多田中学校のフリースクールは、どのような様子でした

か、ご感想はいかがですか。

 

 坂本委員 　今日は午前中、朝早かったので、まだ子どもたちは登校してなくて、今

のところは４時間目から６時間目、給食を挟んでお昼間あたりを開けてる

そうです。私が行った時間は誰もいなかったですが、１人がタブレットを

持って、自分で授業が受けられるような個別ブースがありました。なるべ

く四角の物を置かない、円いテーブルを置くであるとか、椅子もリラック

スして座れるような、カラフルな椅子が置いてあったりとか、学校という

きっちり、かっちりした場所ではなくて、ここは居心地がいいんですよと

いう、随所に工夫が見られたなと思います。

 

 石田教育長 　この間の校長会議で発表してもらったのですが、そのほっとルームの中

には教室にある机とか、あえて置いていません。

 

 治部委員 　本当ですか。
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 石田教育長 　全然違う机や椅子にしてます。おしゃれな図書館のような感じですね。 

　もう一つの特徴が主体的に子どもたちが学べるように、学習の習熟によ

って、自分で課題を選んで解いたりできるスペースを取ったり、将来のこ

とを考えさせたいということで、キャリア教育の一環として就職活動の雑

誌をわざと置いたりして、興味を持てるようにしています。もちろんパズ

ルゲームがあったり、息抜きする場所もありますが、ぜひ１回全員で子ど

もたちの活動しているところも含めて見学する機会が持てたらなと思いま

す。 

　学校復帰が目的ではなく、活用人数の多い少ないが問題でもありません。

そういうスペースを学校内に造る考えを教職員の中で協議したらしいです

けど、その熟議がプラスになって出てるかなという印象でしたね。

 　ぜひまた訪問していただいたとき、各中学校それぞれありますし、感じ

たことを言っていただけたらなと思います。 

　治部委員、どうですか。

 

 治部委員 　そうですね、公立、私立問わず、幼児教育・保育の質をサポートする手

段を模索している中で、その一つとして、発達理論を保育者みんなで共有

することに意味があるのかなと個人的には考えています。ただ、研修を通

した情報共有が本当に有意義なのかどうなのかがまだ私の中で実感として

ありません。その発達理論の研修をある程度パッケージ化して、そのパッ

ケージ化したものをシリーズ化して保育者の皆さんのお手元に届けるのか、

それとも何か別のやり方で研修をするのか、研修以外が有効なのか等を考

えています。ＯＥＣＤが幼児教育の質をはかるうえで、いろんな指針を出

してますけれども、その中の一つとして、研修をどうクリエイトしていく

のかというのは、やればやるほど悩みや考えは出てきます。

 

 石田教育長 　できたら系統的に学んだらいいですけど、現場の教育・保育職員は、目

の前の課題が意地になってしまってるところがありますので、どう整合を

取ってくるかなということです。 

　でも私、園所長に、治部委員の研修はどうでしたかと聞いたら、非常に

有意義で、参加している職員もどんどん質問してて、すごく勉強になりま

した、いい機会になりましたと聞いてます。ぜひ民間も含めて、行ってい

ただいて、そこでディスカッションしていただくのが大事かなと思います。

 　佐々木委員、どうですか。

 



- 10 -

 佐々木委員 　１１月は、清和台中学校で弁護士や裁判についてお話をしました。治部

委員がおっしゃっているように、研修すれば、自分の中で課題が出てきた

りだとか、ああいうことも話したかったな、ここをまとめればよかったな

という反省が今どんどん湧いてきている状況です。公民の授業で、最終的

に１２月の模擬裁判に向けて、民主主義や法律の話が公民で出てきたとこ

ろとのつなぎを私が弁護士の立場から講義しました。双方向でできなかっ

たので、講義した形になります。恐らく人数的には、１クラスずつお話し

するのが距離感的にもちょうどよかったのですが、話す時間が４５分しか

ありませんでしたので、もう少し時間が欲しかったです。それと、事前に

こちらから、例えば１つ、２つ課題を出して、考えてきてもらったものに

対して議論を深めるとか、もうちょっとやり方が考えられるかなと反省し

ているところです。

 

 石田教育長 　私は、以前も協議会でお話しましたけど、佐々木委員がそうやって参加

してもらっているゲストティーチャーをどうしても講義形式で使ってしま

う発想が学校の教職員にあって、今言っているように、探求型であるとか、

もっとグループのチームティーチングできるような時間と単元の構成を考

えていくことが大事だなと思いました。それと、その先生がたまたま興味

を持ってるから佐々木委員を呼ぶのではなく、その学校の単元カリキュラ

ムの中にきちんと位置づけられて、この単元の場合はこの人に来てもらう

ということを確立することが大事かなと思っていて、単発の授業からきち

んとしたカリキュラムにしていくことが大事なのではないかということは、

担当の校長先生にもお話ししました。逆に言うと、佐々木委員、他の委員

もそうですが、できるだけ参加していただきながらブラッシュアップして、

どんどん学びが深まっていったらいいかなと思います。私は、ある意味す

ごく期待感といいますか、ぜひ定着してほしいと思いましたけどね。ご苦

労さまでした。４５分だから忙しかったですね。

 

 佐々木委員 　忙しかったですね。もっと話したかったですが、それでも足りなかった

です。

 

 石田教育長 　そんな感じだなと思って。私は聞いていて、弁護士ってそうなのだと思

って面白かったです。 

　倉見委員、何かありますでしょうか。

 

 倉見委員 　皆さんのようになかなか活動ができなくて大変申し訳なく思っているの
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 ですけれども、私の聞き落としなのかもしれませんが、一応私も１１月１

日に、近畿市町村教育委員会研修大会に参加しています。

 　これしか参加していないので、出ているのですけれど、なんて言える立

場じゃないのですが、来月の話ですが、久代幼稚園の立花園長先生から、

幼児教育と小学校教育の接続のカリキュラム実践部会での研修で話をして

くれないかと言われています。日程調整中ですが、貢献させていただきた

いと思います。よろしくお願いします。

 

 石田教育長 　ありがとうございます。また内容や、時間、場所を教育政策課に連絡し

ていただいて、もしよかったら誰か参加できるような形でお願いしたいと

思います。倉見委員、この間の大学でされた講演は、どのような感じでし

たか。非常に興味を持っていましたが、残念ながら見れなかったので、い

かがでしたか。

 

 倉見委員 　そうですね、玉川大学では、開設記念フォーラムという形で、私が所属

しているセンターのキックオフみたいなイベントだったのですけれど、そ

の部分はセンターが設立されてまだ１年経っていないので、そんなにどう

だこうだということではなかったのですが、基調講演で東北大学の堀田龍

也先生にご講演いただいて、堀田先生からは、これからの世界の動き、日

本の社会の動きの中で、どれだけＩＣＴが大事かを理解することなく、子

どもたちが社会に出ていくのは非常に難しいという話が印象的でした。 

　私どももそう考えているのですけれど、ＩＣＴに使われるのではなくて、

使いこなすということが大事で、あくまでも手段とか方法なので、それを

使って日常的な課題を解決する、社会的な課題に対応するといった考え方

が大事なのだろうなと思います。

 

 石田教育長 　書籍とか出されてるのですか。

 

 倉見委員 　たくさん出されています。

 

 石田教育長 　一度私も読ませていただいて、学びの探究の機会にでも話していただく

ようにとか、校園所長会でオンラインでお話しいただくとか、ぜひまたそ

ういう機会をご相談させていただきたいと思います。どうもありがとうご

ざいます。

 　私は、この間校長会で話したのですが、多田中学校の市指定研修のユニ

バーサルデザインに基づく学校運営に参加させていただきました。 
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 　先ほども坂本委員に言っていただきましたけど、生徒の実態把握をベー

スにしたところが特徴で、まず、子どもたちのアセスメント、実態把握を

チームによってやっていこうということで、複数の教職員がクラスの子ど

もたちを見て、どういうアプローチの仕方がいいのか、グループにするこ

とによって偏った見方ができるだけ整えられたりとか、１人の見方が深ま

っていいかなと思いました。正直１年目は、授業に参加できない子どもに

どう声かけするか、寝ている子どもを起こして、どうやって参加できるか

という視点が多くて違和感がありました。この間見に行ったときは、たま

たまですが、ペアワークやグループワークが非常に多くて、子どもたちが

グループで学んでいるときに、あまり寝ている子とか参加しない子はいま

せんでした。一斉授業の形になったときにそういう反応になってしまうこ

とは、協議してやっていく探求型授業がこれからの一つの在り方ではない

かなと思いました。 

　川西南中学校のアセスメント、これは坂本委員も一緒に行っていただい

て、学校や生活、学びに対して自分はどう適応しているかを自分自身で点

数化して、３回測ると言ってましたね。６０点が５０何点になってと言っ

ていましたけど、正直言って数値化ですので、どういう因果関係があるの

かは難しいとは思います。数値化することで、教員がものすごく興味を持

って、何で下がったのだろう、この子のこれは何でこう上がったのだろう

というところを見るのがすごかったですね。特に研修担当が自分のクラス

を例にして出していたのが、リアリティーがあってよかったのかなと思い

ました。もう一つは全教職員の授業公開をしていました。これはいいなと

思って、いつもモデルとなる授業を提示しないといけないとなります。も

う一個は、中学校区で就学前小中学校の先生方が一堂に会して、川西南中

学校に来ていたのはすごくよかったなと思います。 

　ただ、残念なのは、両方通じてですけど、授業公開した次に全体会にな

ってしまうのが、もったいないなと思います。授業したら、その授業につ

いてみんなで協議することは、大事かなと思いましたので、それはあえて

お話ししました。 

　それと、もう一つは、幼児教育の参加がすごくいいのですよ。すごく意

識高く、この間、ある園所長と話しているときも、夏の学びの探究の研修

で、私たち、もっと学校教育に発信していかないと十分理解されてないな

という話を聞いて、それぞれの園所長が自分たちの学びや保育や教育をど

う発信するかをすごく意識してるなと思って、多田中学校の実践も、川西

南中学校の実践も、幼児教育・保育の人が積極的に参加されてたし、協議

の場では、意見出されたりしててよかったかなと思います。 
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 　最後に、学校訪問も再開して、幼児教育・保育施設は今年度全て行きま

した。学校は全部行けなかったですが、川西小学校とけやき坂小学校へ行

ってきて、川西小学校は多様な背景を持つ子どもたちが非常に多いので、

学びの参加の仕方は、子どもによってすごい凸凹あるのですが、教職員が

配慮しながら、クラス全体としての学びを深めていこうと努力しているの

が私には伝わってきて、自分も共感するところがあってすごく感動しまし

た。 

　けやき坂小学校では、授業の真ん中にタブレットを置いて、何をしてい

るのかなと思ったら、授業の様子を映して、学校に来ていない子どもにも

その授業風景を発信しているのです。しかも授業しながら、そのタブレッ

トに向かって話しかけて、ちゃんと双方向で連絡を取り合いながら参加を

している学年があって、コロナもあって、いろんな理由で学校に来て学習

できない子どもたちに、何とか自分達なりに支援しようという姿勢や工夫

が見えましたね。教室も、壁が動くので、教室の幅を変えられるのですね。

ちょっと大きくして、協議する場所をきちっとしたりしてて、それぞれ非

常に工夫されてるなと。 

　校園所長会で言ってて、そういう学びや保育をちゃんと発信していかな

いと、発信することでお互い理解も深まるし、自分たちのやっていること

に誇りが持てるので、来年度の目標の一つはそういう発信、我らの教育委

員としての学びと同じように発信していく必要はあるかなと思いました。

でも、やはり改めて教育・保育現場へ行くと刺激を受けるかなと思ってい

ます。 

　ちょっと長い話になりましたが、ほか、よろしいですか。どうぞ、治部

委員。

 

 治部委員 　今の感想ですけど、多田中学校が実践してるアセスメントは、子どもの

個性や特性を理解して、各々に合った指導と支援を実践するという視点で、

その一方、川西南中学校の実践は、授業の教え方や学級風土をアセスメン

トするという観点でしたか。一つは子どもアセスメントと個別に合った指

導方法、もう一つは、学校の在り方をアセスメントするように話は聞こえ

ましたが、今一度確認したく思います。いずれの学校においても、新しい

取り組みにチャレンジしていて、素晴らしいと思います。やっぱりイノベ

ーションって、変わる前提がないと起きないので、何かあったら変わるよ

という姿勢がすばらしいなと思って話を聞いていたのです。

 

 石田教育長 　そうですね、ちょっとお答えとずれてるかもしれないですけど、どちら
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 かというと、多田中学校の子どもの理解は、教師の目線で子どもを見てい

るのですよ。だから、子どもの授業参加の仕方を複数の教職員が見てアセ

スメントするというのが多田中学校のやり方です。川西南中学校は、自分

で自分をアセスメントしてます。極端に言ったら、教員から見たら、この

子はクラスに溶け込んでるなと思っていても、子ども自身がここが違和感

あるなとか、こうだなということを自分でつけるのですよ。それが点数に

なって出てきます。だから、生徒の生活の適応感をはかるということです

ね。ですから、さっき言ったように、見ている教職員と書いている本人と

にずれが生じることもあります。うまくいってないなと思ってても、意外

と本人は満足していたり、その逆もあるということで。 

　ただし、両方に共通してるのは、以前教育委員の中でも話していたよう

に、アセスメントは単にアセスメントなのだから、改善を何ではかるかと

いうところが大事だという話をしていて、川西南中学校は、特別活動で協

働的な学びをやってました。だから、協働的な学びは、さっき言ったよう

にチームティーチングであるとか、そういうことで向上させようと。正直

言って因果関係は分からないですが、図る一つの手段としてアセスメント

を使うことをやっていましたね。 

　多田中学校は、さっき言った授業改善もそうですし、ほっとルームのよ

うな子どもの居場所や多様性を認め合うような仲間づくりをしていきまし

ょうというのが中心になっているような、そんな感じでしたね。

 

 治部委員 　分かりました。ありがとうございます。

 

 石田教育長 　また、アセスメントは１回、一緒に聞きに行きましたね。今どういうふ

うに活動しているか、また見に行っていただいてもいいかなと思います。

 

 治部委員 　ぜひぜひ、はい。

 

 石田教育長 　でも、言っているように、教職員が自分達でそれをやってみようと実際

に形にしつつあるのがすごく大事なことだなと思っています。

 　ありがとうございます。ほか、よろしいですか。 

　それでは、教育委員の活動については以上といたします。

 　次に、日程第４、報告第１８号「専決報告について（丹波少年自然の家

事務組合規約の変更に係る意見聴取について）」であります。事務局から

説明をお願いします。
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 教育保育課長

（井口）

　私から、報告第１８号、専決報告についてご説明申し上げます。 

　恐れ入りますが、議案書の３ページと４ページをお開き願います。 

　本案は、川西市議会議長より意見聴取のあった丹波少年自然の家事務組

合規約変更の意見聴取について、教育長に対する事務委任規則第４条第１

項の規定により専決処分したもので、同条第２項の規定により報告し、承

認を求めるものでございます。 

　規約変更の理由は、丹波少年自然の家事務組合を組織する尼崎市が脱退

することに伴い、規約を変更する必要が生じたものでございます。このこ

とについて、川西市議会より意見聴取がありましたが、異議がない旨意見

回示をしたものでございます。 

　規約の変更内容につきましては、新旧対照表を基にご説明いたします。 

　議案書の７ページをお開きください。 

　第２条及び別表の「尼崎市」を削除することが一つ、もう一つが第５条

の組合議会の委員定数を「１８名」から「１６名」に改めるものでござい

ます。 

　説明は以上です。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。

 

 石田教育長 　説明は終わりました。何か質疑等ございますでしょうか。 

　丹波少年自然の家は、本市でも自然学校で活用しているところですが、

その運営状況の悪化によって尼崎市が離脱するということです。現状では、

もう解散する方向で進んでいます。自然学校への影響は分かりますか。

 

 教育推進部副部長

（山戸）

　来年度におきましては、１校が丹波少年自然の家を利用しまして、もう

ほかの施設で考えていますので、来年度以降も違うところを考えている予

定で進めておりますので、今のところは影響はございません。

 

 石田教育長 　そこが使えなくなったことで、自然学校の行き先に困っている現状はあ

りません。ただ、解散した後どうするかについては、またここの事務組合

等で話し合われるということです。 

　何か質問ありますか。よろしいですか。

 　それでは、お諮りいたします。報告第１８号について、これを承認する

ことにご異議はございませんか。

 

 （「異議なし」の声）

 

 石田教育長 　異議なしと認めます。よって、報告第１８号につきましては、承認され
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 ました。

 　次に、日程第５、議案第２６号「（仮称）川西市子ども・若者未来計画

（案）に対する意見提出手続の実施について」であります。事務局から説

明をお願いします。

 

 こども未来部副部長

兼こども支援課長

（井上）

　それでは、議案第２６号、「（仮称）川西市子ども・若者未来計画（案）

に対する意見提出手続の実施について」ご説明をいたします。 

　議案書は８ページをご覧ください。 

　本案は、（仮称）川西市子ども・若者未来計画を策定するにあたり、意

見提出手続を実施することについて、川西市教育委員会事務処理規則第１

０条第５号の規定により、議決を求めるものであります。 

　お手元には、資料上では資料１と２をお配りしておりますが、まず、資

料１からご覧ください。 

　本計画案につきましては、子ども・若者施策を総合的かつ計画的に推進

し、子どもから若者まで途切れることがない支援を実施していくため、「第

２期川西市子ども・子育て計画」と「川西市子ども・若者育成支援計画」

をこれを機に統合し、「（仮称）川西市子ども・若者未来計画」という形

で一つの計画として策定しようとするものです。 

　なお、「第２期川西市子ども・子育て計画」は、本年度が現計画の中間

年にあたるため、原則として時点修正など一部見直しを行い、「川西市子

ども・若者育成支援計画」は、計画期間が満了するため改定を行おうとす

るものでございます。 

　また、子ども・子育て計画をベースに、子ども・若者育成支援計画の部

分を記載していく形で作成しますことから、計画期間は、第２期子ども・

子育て計画の残り計画期間である令和５年度から６年度までの２年間の計

画となります。 

　これまで「川西市子ども・若者未来会議」での協議を重ねて作成いたし

ました本計画案に対し、このたび「川西市参画と協働のまちづくり推進条

例」に基づいて、市民の皆様からの意見を募集する、いわゆるパブリック

コメントを実施いたします。意見の募集期間は令和５年１月１０日から２

月１３日までとする予定であり、また計画案の公表方法や意見の提出方法

につきましては、資料１の２以降に記載しているとおりで予定しておりま

す。 

　実際にパブリックコメントに付します計画案は、資料２となります。資

料２をご覧ください。 

　まず、計画案の構成についてご説明いたします。表紙の次のページの目
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 次をご覧ください。 

　第１章で計画の概要、第２章で子ども・若者を取り巻く現状、第３章で

計画の考え方、第４章で子ども・子育て施策の展開、第５章で若者育成支

援施策の展開、第６章で量の見込みと提供体制の確保に関する事業計画、

第７章で市立就学前教育保育施設のあり方、第８章で計画の推進体制とな

っております。この中で、「川西市子ども・若者育成支援計画」に係る記

載の部分が第５章にあたり、第２章の４の「子ども・若者の状況」のとこ

ろで、令和３年度から４年度にかけてアンケート調査を実施いたしました

「川西市子ども・若者実態調査」の結果を一部記載しております。 

　それでは、以降、主な箇所を順を追って説明させていただきます。ここ

からは資料上のページで説明をさせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

　まず、３３ページ、第３章計画の考え方のところでございます。こちら

では、基本理念と基本目標を掲げております。３４ページ、３５ページを

ご覧ください。子ども・子育て計画と子ども・若者育成支援計画を一体化

するにあたり、両計画の持っていた理念を継承し、ともに掲げることで本

計画案の基本理念としております。子ども・子育て計画の基本理念から、

「すべての子どもたちに人生最高のスタートを～子どもたちの成長を支え

あえるまちづくり～」、子ども・若者育成支援計画からは、「子ども・若

者の自立をみんなで応援、希望が持てる未来を」ということで、一人ひと

りの子どもを真ん中に置いて、家庭や地域、行政や関係団体等が相互に協

力しながら、全ての子どもたちが一人ひとりの個性や特性に応じて「人生

の最高のスタート」を切ることができる社会の実現を目指すとともに、そ

れぞれのライフステージに応じて、成長や自己の実現ができるよう施策を

推進していきます。また、青年期以降もそれぞれの夢や希望が叶うよう、

若者が自己の能力を発揮することにより、自立し活躍できる「希望が持て

る未来」の実現に向け、取組を進めていきます。 

　なお、これらの２本の基本理念の実現を目指すための基本目標も２つの

計画が持つ基本目標を継承する形とし、１から４が子ども・子育て計画か

ら、５、６が子ども・若者育成支援計画からのそれぞれの基本目標という

ことで掲げております。 

　続きまして、３７ページをご覧ください。 

　第４章子ども・子育て施策の展開についてでございます。こちらは、子

ども・子育て計画の部分に当たります。 

　３８ページをご覧ください。 

　こちらに、子ども・子育て施策に係る重点施策を記載しております。子
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 ども・子育て計画の中で重点施策として掲げていたものに、第２章での子

ども・子育てを取り巻く現状を踏まえ、新たに設定した重点施策を挙げて

おります。 

　主な新規施策としましては、「（１）みんなで子育てを応援し、寄り添

うことができる環境づくり」の⑦産前から出産までサポートする「産前ケ

ア事業」の実施と、⑧「（仮称）こども家庭センター」の設置に向けた検

討を設定しております。 

　「（２）子育て世帯が仕事と家庭生活を両立できる環境の整備」では、

保育所、留守家庭児童育成クラブの待機児童の減少、解消を目指した施策

として、私立幼稚園の幼保連携型認定こども園への移行支援の実施、市立

認定こども園の定員変更や定員内受入れの推進、留守家庭児童育成クラブ

の新規開設や夏季休業期間の昼食配食サービスの実施などです。 

　「（３）子ども・子育て家庭に寄り添った多面的な支援」では、④支援

が必要な子どもの保護者へのペアレント・トレーニング受講機会の提供を

新たに掲げております。 

　「（４）子どもの個性や生きる力を伸ばす教育」では、子どもが意見表

明できる機会を保障するため、④（仮称）こども参加条例の制定を新たに

掲げております。 

　「（５）いじめや不登校などの相談体制の充実」では、⑤総合的な不登

校対策の検討や、⑥市内のすべての小学校及び中学校に「校内フリースク

ール」の開設を新たに掲げました。 

　以上、施策の具体的な取組につきましては、以下、４１ページから６０

ページで記載をしております。 

　続きまして、６１ページをご覧ください。第５章若者育成支援施策の展

開についてで、子ども・若者育成支援計画からの部分に当たります。 

　６２ページをご覧ください。こちらが若者育成支援施策に係る重点施策

になります。 

　まず、「（１）自分の生き方に充実感を持って歩む子ども・若者を増や

す環境づくり」では、新たに④文化・スポーツ分野等での挑戦を後押しす

る支援制度の創設、⑤中学生が少人数で授業を受けられる環境の充実を新

規施策として掲げております。 

　「（２）社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者の社会参

加に向けた支援」については、ひきこもり、不登校者への支援体制の充実

として、第４章の子ども・子育て施策の新規重点施策でも挙げておりまし

た総合的な不登校対策の検討と、市内の全ての小学校及び中学校に「校内

フリースクール」を開設ということを掲げております。２つ目としまして
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 は、ヤングケアラーの早期把握と支援体制の整備、３つ目としましては、

公民館等を活用した中学生への無料学習支援の実施を施策として掲げ、以

上、施策の具体的な取組につきましては、以下、６３ページから７３ペー

ジに記載しております。 

　続きまして、７４ページをご覧ください。こちらは、第６章事業計画で

ございます。ここでは、今後２年間の教育保育と地域子ども・子育て支援

事業における量の見込みと提供体制の確保について記載しており、子ども

・子育て計画部分の中間見直しにおける時点修正案の部分に当たります。 

　項目としましては、教育保育、地域子ども・子育て支援事業の提供区域

の設定、計画期間における人口推計、量の見込みと提供体制の確保方策の

基本的な考え方、教育保育と地域子ども・子育て支援事業、それぞれの量

の見込みと提供体制の確保方策、教育保育の一体的提供及び推進体制の確

保について記載をしております。 

　今回の中間見直しにおきましては、第２期子ども・子育て計画策定の考

え方を前提に、実績や人口推計、利用状況等を基に時点修正値を算出して

おります。 

　それでは、７８ページの４、教育保育の量の見込みと提供体制の確保方

策をご覧ください。あわせまして、７９ページ、８０ページ、中間見直し

前、見直し後の表も併せてご覧ください。 

　まず、７８ページの②利用希望率の考え方としましては、１号認定は、

保育ニーズの増加に伴い、割合の減少が続くものと想定しております。２

号認定については、８０ページ、見直し後の表をご覧いただきたいと思う

のですが、一番上段の令和４年度の実績値において、２号認定の利用希望

率が４２．７％となっており、前のページの７９ページ、中間見直し前の

表の最下段の令和６年度見込みの２号認定の利用希望率の想定のところの

４１．５％を既に令和４年度の実績値の中で上回ってる状況で、今後も増

加が続くものと考えております。３号認定の利用希望率についても、令和

２年から３年度は新型コロナウイルス感染症拡大による利用控えの影響で

減少が見られていましたが、４年度は増加に転じており、今後も増加して

いくと想定しております。 

　このようなことから、７８ページ、⑤確保方策の考え方についてですが、

保育所機能利用の児童につきましては、８０ページの４年度実績において、

２号認定児童については１８２人の定員が不足している形になっておりま

すが、現在、各施設が弾力的な運用により定員を超えた受入れをしている

ことから、令和４年４月時点では、待機児童数はゼロとなっております。

とはいえ、子どもたちにとってよりよい教育保育を提供するためには、定
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 員内での受入れが望ましいと考えております。 

　しかしながら、今後も就学前児童数の減少で利用者数の大幅な増加が見

込まれないことや市全体で１号認定定員の空きが生じている現状も踏まえ

まして、既存施設を有効活用することで確保方策を定めていくものとして

おります。具体的方策としましては、現在不足が生じている２号認定定員

を確保することについて、１つ目は、市立認定こども園で空きが生じてい

る１号認定定員を２号認定定員に切り替える。２つ目としましては、私立

幼保連携型認定こども園における１号認定定員の２号認定定員への切替え

でございます。私立幼稚園の幼保連携型こども園への移行等での確保を併

せて考えていきたいと思っております。 

　次に、８１ページ以降の５地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと

提供体制の確保方策につきましては、留守家庭児童育成クラブなどそれぞ

れの個別事業に対して、それぞれの確保方策を記載しております。特に留

守家庭児童育成クラブにつきましては、８３ページから８５ページの表の

令和４年度実績にありますように、一部区域では待機児童が発生しており

ます。 

　その解消に向けた考え方としましては、８２ページの③放課後児童健全

育成事業の確保方策の考え方として、利用実績から出席率が８割程度であ

ることを鑑み、利用登録の上限を２割増しで既に設定している中、さらに

クラブ室に余裕がある場合は、施設基準を満たす範囲で増員をする。定員

を超える見込みがあった場合は、低学年が優先的に利用できるように配慮

する。また、民間クラブの運営を支援するとともに、学校の余裕教室や特

別教室等、既存施設の活用だけではなく、民間も誘致することで解消して

いくこととしております。 

　続きまして、９５ページの第７章市立就学前教育保育施設のあり方につ

いてでございます。 

　こちらは、令和４年４月策定の「市立就学前教育保育施設のあり方（原

案）」の内容を踏まえ、１、市立幼保連携型認定こども園の整備、２、現

在の状況、３、現在の課題、４、今後の方針と事業計画について記載して

おります。 

　なお、１００ページの４、今後の方針と事業計画の中で、（１）の①市

立幼稚園の記載のうち、上から３段目の清和台幼稚園につきましては、今

年度末の閉園に向け取組を進め、閉園に関する条例改正案を市議会に提案

いたしましたが、継続審査となり、その後、廃案となっております。これ

を受けまして、清和台幼稚園に関する今後の事業計画を本計画に計上して

おります。 
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 　その内容といたしましては、閉園の時期を令和５年度末を目途とするよ

う改めるとともに、令和５年度は在園児が１名となる見込みであることか

ら、教育委員会が指定する園で合同による教育保育を提供することといた

しております。また、令和５年度の園児募集につきましては、原則として

実施しないこととしております。この旨を先日、市議会の議員協議会にも

ご説明申し上げ、在園児の教育保育や園児募集に関することなど、様々な

ご意見を賜ったところでございます。 

　次に、上段の久代幼稚園は、原則として施設全体の新設は行わず、既存

施設の有効活用の検討、多田幼稚園については、設置場所等について検討

するとともに、各々の施設の老朽化への対応については、施設の状況など

を考慮し、適切な手段を検討していくものとします。また、今後の園児募

集においては、久代と多田においては、４歳児クラスの児童数が５人未満

となった場合は認定こども園開設を予定していることを踏まえ、休園等を

検討する。東谷幼稚園については、４歳児クラスの児童数が５人以上とな

った場合は園の運営を存続しますが、５人未満となった場合は閉園を検討

し、その際、在園児の転園先に関する斡旋調整等の支援を実施するものと

することを記載いたしております。 

　最後に、１０２ページ、第８章で、計画の推進体制と計画の進行管理を

行うに当たっての評価指標を掲載しております。ここで掲げております目

標値の達成を目指すとともに、子ども・子育て、若者を取り巻く課題の解

消や子ども・若者たちの健やかな育ちを支援すべく、今後、本計画の策定

を進めていきたいと考えております。 

　計画案の主な項目は以上でございます。 

　なお、本計画案は、最初に申し上げましたが、資料１にありますように

令和５年１月１０日から２月１３日までを募集期間としてパブリックコメ

ントを実施する予定で進めております。今後、本日の教育委員会定例会、

１２月２３日に開催予定であります議員協議会を経て、パブリックコメン

トを実施してまいりたいと考えております。あわせて、パブリックコメン

ト期間中に、今回の計画で記載しています市立幼稚園の地域、東谷、多田、

清和台、久代の４地域での地域懇談会も予定しており、より多くの市民の

方の意見を頂戴し、今年度中に計画を策定したいと考えております。 

　説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ

ます。

 

 石田教育長 　説明は終わりました。定例会ということで、一から全部説明をさせてい

ただきましたけども、これについては協議会等で何度かご意見も賜ってお
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 りますので、最終稿という形で、パブリックコメント前で改めて提案させ

ていただいています。 

　それを踏まえて、質疑やご意見ございますか。協議会で何度も協議しま

したのでよろしいですか。

 　それでは、お諮りいたします。議案第２６号につきまして、これを可決

することにご異議はございませんか。

 

 （「異議なし」の声）

 

 石田教育長 　ご異議なしと認めます。よって、議案第２６号につきましては、可決さ

れました。

 　次に、日程第６、諸報告「令和５年４月入園に係る市立幼稚園・市立認

定こども園（１号）２次募集の結果について」であります。事務局から説

明をお願いします。

 

 入園所相談課長

（橋川）

　令和４年１２月１日に行いました令和５年４月入園の市立幼稚園と認定

こども園１号の２次募集の結果について、ご報告をさせていただきます。 

　資料をご覧ください。 

　真ん中の色塗り箇所が２次募集による内定人数となっております。 

　まず、幼稚園では、多田幼稚園と東谷幼稚園の４歳児において、それぞ

れ１名ずつ内定をしております。 

　続きまして、認定こども園では、加茂こども園と川西北こども園の４歳

児でそれぞれ１名内定しております。 

　２次募集の結果は以上となりまして、例年、２次募集では応募者が大き

く増加することはございませんので、結果としまして、今年度の全体的な

園児募集の傾向としましては、幼稚園では引き続き減少傾向が著しく、認

定こども園においては昨年度よりやや減少している状況となっております。 

　報告は以上でございます。

 

 石田教育長 　説明は終わりました。質問、ご意見はありますか。よろしいですか。２

次募集の結果です。倉見委員、よろしいですか。

 

 倉見委員 　はい。

 

 石田教育長 　以上で本日の議事は全て終了いたしました。

 　次回の定例教育委員会は、１月１９日木曜日午後３時から、庁議室にお
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［閉会　午後２時５６分］ 

 

以上会議の事項を記録し、相違ないことを認めましたので、ここに署名いたします。 

 

　　　令和４年１月１９日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　署名委員　　　坂　本　かおり　　 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐々木　歌　織　　

 いて開会の予定です。

 　これをもちまして、令和４年第１９回川西市教育委員会（定例会）を閉

会いたします。お疲れさまでした。ありがとうございました。


